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告　　　　　示

宮崎県告示第 794号
　児童福祉法（昭和22年法律第 164号）第21条の５の３第１項の規
定により、次のとおり指定障害児通所支援事業者の指定をした。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

事 業 所
番 号

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 所

指 定 障 害 児 通 所
支 援 事 業 者 指　定

年月日

事 業 等
の 種 類

名　　　称 所　在　地 名　　　称 主 た る 事 務
所 の 所 在 地

4552100101 ひゅっげレスパイ
トサービス

東臼杵郡門川町東
栄町３丁目３−30

ひゅっげレスパイ
トサービス合同会
社

東臼杵郡門川町東
栄町３丁目３−30

平成30年10月11日 多機能型（児童
発達支援、放課
後等デイサービ
ス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 795号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第 158号。以下「法」という。）
第 108条第５項において準用する法第 105条の２第３項の規定によ
る届出を審査した結果、当該加入区に係る法第 108条第２項の規定
による特定第２号漁業者の同意が同項に規定する要件に適合すると
認めた。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 796号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成12年法律第57号）第７条第１項の規定により、次のとおり
土砂災害警戒区域を指定する。
　なお、土砂災害警戒区域の表示については、次の図のとおりとす
る。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

同意成立の届出年月日 平成30年９月４日

発起人の住所及び氏名 日向市
有限会社　神代丸水産
代表取締役　是澤　喜幸
日向市
有限会社　とべしま丸水産
代表取締役　児玉　才樹

加 入 区 の 名 称 日向市第一加入区

区 域 日向市漁業協同組合の地区のうち旧富
島漁業協同組合の地区

区 分 大型定置漁業及び小型定置漁業

市町村名 地 区 名
土砂災害警戒区域
の 渓 流 番 号 又 は
箇 所 番 号

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

延 岡 市 菅 原 谷 川 10− 426−１− 013 土 石 流



宮　崎　県　公　報平成 30 年 10 月 18 日（木曜日）　第 3039 号

─ 2 ─

滝の内谷川 10− 426−１− 015 土 石 流

片 内 沢 10− 426−１− 016 土 石 流

片 内 − １ Ⅰ−１−3693 急傾斜地の崩壊

菅 原 Ⅱ−１−2206 急傾斜地の崩壊

猪之内−４
−新①

Ⅱ−１−7647−新① 急傾斜地の崩壊

猪之内−４
−新②

Ⅱ−１−7647−新② 急傾斜地の崩壊

猪之内−４
−新③

Ⅱ−１−7647−新③ 急傾斜地の崩壊

片 内 − ２ Ⅱ−１−7650 急傾斜地の崩壊

片 内 − ３ Ⅱ−１−7651 急傾斜地の崩壊

片 内 − ４ Ⅱ−１−7652 急傾斜地の崩壊

菅 原 − １ Ⅱ−１−7659 急傾斜地の崩壊

菅原−１−
新①

Ⅱ−１−7659−新① 急傾斜地の崩壊

菅原−１−
新②

Ⅱ−１−7659−新② 急傾斜地の崩壊

菅 原 − ２ Ⅱ−１−7662 急傾斜地の崩壊

菅 原 − ３ Ⅱ−１−7663 急傾斜地の崩壊

片 内 − ６ Ⅱ−１−7750 急傾斜地の崩壊

　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及
び延岡土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第 797号
　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法
律（平成12年法律第57号）第９条第１項の規定により、次のとおり
土砂災害特別警戒区域を指定する。
　なお、土砂災害特別警戒区域の表示及び建築物の構造の規制に必
要な事項については、次の図のとおりとする。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

市町村名 地 区 名
土砂災害特別警戒
区 域 の 渓 流 番 号
又 は 箇 所 番 号

土砂災害の発生
原因となる自然
現 象 の 種 類

延 岡 市 菅 原 谷 川 10− 426−１− 013 土 石 流

滝の内谷川 10− 426−１− 015 土 石 流

片 内 沢 10− 426−１− 016 土 石 流

片 内 − １ Ⅰ−１−3693 急傾斜地の崩壊

菅 原 Ⅱ−１−2206 急傾斜地の崩壊

猪之内−４
−新①

Ⅱ−１−7647−新① 急傾斜地の崩壊

猪之内−４
−新②

Ⅱ−１−7647−新② 急傾斜地の崩壊

猪之内−４
−新③

Ⅱ−１−7647−新③ 急傾斜地の崩壊

片 内 − ２ Ⅱ−１−7650 急傾斜地の崩壊

片 内 − ３ Ⅱ−１−7651 急傾斜地の崩壊

片 内 − ４ Ⅱ−１−7652 急傾斜地の崩壊

菅 原 − １ Ⅱ−１−7659 急傾斜地の崩壊

菅原−１−
新①

Ⅱ−１−7659−新① 急傾斜地の崩壊

菅原−１−
新②

Ⅱ−１−7659−新② 急傾斜地の崩壊

菅 原 − ２ Ⅱ−１−7662 急傾斜地の崩壊

菅 原 − ３ Ⅱ−１−7663 急傾斜地の崩壊

片 内 − ６ Ⅱ−１−7750 急傾斜地の崩壊

　（「次の図」は、省略し、その図面を宮崎県県土整備部砂防課及
び延岡土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

公　　　　　告

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規
定により、次のとおり特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ
った。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

申請
年月
日

名　　称 代表者の氏名
主たる事
務所の所
在地

定款に記載され
た目的

平成
30年

特定非営利
活動法人結

西山　文子 宮崎県西
臼杵郡五

　この法人は、
人々の暮らし全
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９月
27日

ネットたん
ぽぽ

ヶ瀬町大
字三ケ所
2109番地

般が向上し、い
つまでも安心し
て暮らすことの
できる地域をつ
くり、未来へ引
き渡すために、
ふれあいの場の
創出や暮らしの
中の困りごと対
応をはじめ、福
祉、保健、医療
の増進や子ども
の健全育成、社
会教育の増進や
地域の活性化な
ど公益に寄与す
る事業に取り組
みながら、住民
や各組織、企業
、行政等との連
携・協働による
、これからの時
代に即した支え
合う地域をつく
り上げることを
目的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条第４項の規
定により、次のとおり特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申
請があった。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

申請
年月
日

名　　称 代表者の氏名
主たる事
務所の所
在地

定款に記載され
た目的

平成
30年
９月
27日

特定非営利
活動法人夢
くらぶ

藤原　恭子 宮崎県東
臼杵郡門
川町大字
加草1629
番地

　この法人は、
障害のある人や
高齢者等、社会
生活をしていく
上で手助けを必
要とする人々が
、安心して過ご
せる地域社会を
実現するために
、利用する側の
視点に立った在
宅介護事業等に
よる地域福祉サ
ービス活動等を
行い、もって障
害者や高齢者の
福祉及び保健の

増進等に寄与す
ることを目的と
する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　落札に係る調達件名
　　ＤＮＡ型鑑定用フラグメントアナライザー一式の賃貸借
２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
　　宮崎県警察本部警務部会計課　宮崎市旭１丁目８番28号
３　落札者を決定した日
　　平成30年10月３日
４　落札者の氏名及び住所
　　株式会社朝日サイエンス
　　宮崎市大字本郷北方2488番地18
５　落札金額
　　64,800,000円（消費税込）
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　平成30年８月23日

病院局公告

入札公告
　一般競争入札を下記のとおり実施する。
　　平成30年10月18日
　　　　　　　　　　　　　　県立日南病院長　峯　　　一　彦
１　競争入札に付する事項
　⑴　購入物品及び数量　多項目自動血球分析装置システム　一式
　⑵　購入物品の特質等　入札説明書による。
　⑶　納入期限　平成31年２月28日
　⑷　納入場所　入札説明書による。
　⑸　入札方法　⑴の購入物品について入札を実施する。落札決定
　　に当たっては、入札書に記載した金額に当該金額の 100分の８
　　に相当する金額を加算した金額（１円未満の端数があるときは
　　、その端数を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、
　　入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免
　　税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108分
　　の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
２　競争入札に参加する者に必要な資格
　⑴　この競争入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件
　　を全て満たす者とする。
　　ア　平成30年宮崎県告示第 330号に規定する資格を有する者で
　　　、業種が物品に関する業種で、営業種目が医療・理化学機器
　　　類のものであること。
　　イ　医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に
　　　関する法律（昭和35年法律第 145号）第39条第１項の規定に
　　　よる高度管理医療機器等の販売業の許可を受けている者であ
　　　ること。
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　　ウ　納入する物品及び数量を確実に納入できる者であること。
　　エ　納入する物品に係る保守、点検、修理その他のアフターサ
　　　ービスを契約担当者の求めに応じて速やかに提供できる者で
　　　あること。
　　オ　宮崎県知事からの物品の買入れ等の契約に係る競争入札の
　　　参加資格、指名基準等に関する要綱（昭和46年宮崎県告示第
　　　93号）に基づく資格停止（以下「資格停止」という。）を受
　　　けていないこと。
　　　　なお、既に入札参加の申し出を行っている者は、資格停止
　　　を受けたときから入札に参加することはできない。
　　カ　会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づく更生手続開
　　　始の申立て又は民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づ
　　　く再生手続開始の申立て（以下これらを「申立て」という。
　　　）がなされていない者であること。ただし、会社更生法に基
　　　づく更生手続開始又は民事再生法に基づく再生手続開始の決
　　　定を受けている者は、申立てがなされていないものとする。
　⑵　入札に参加しようとする者は、⑴イ、ウ及びエの資格要件を
　　満たすことを証明できる書類を平成30年11月16日までに県立日
　　南病院医事・経営企画課に提出しなければならない。ただし、
　　上記提出期限を経過しても入札書の提出期限までは当該書類を
　　随時受け付けるが、この場合には資格要件審査が入札に間に合
　　わないことがある。
　　　なお、入札者は、当該書類について説明を求められたときは
　　、これに応じなければならない。
３　契約条項を示す場所及び期間
　⑴　場所　県立日南病院医事・経営企画課財務担当　日南市木山
　　１丁目９番５号　郵便番号 887−0013　電話番号0987（23）31
　　11
　⑵　期間　平成30年10月18日から平成30年11月26日まで（土曜日
　　、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）
４　入札説明書の交付場所及び交付期間
　⑴　交付場所　県立日南病院医事・経営企画課財務担当
　⑵　交付期間　平成30年10月18日から平成30年11月26日まで（土
　　曜日、日曜日及び祝日を除く。午前９時から午後５時まで）
５　入札書の提出場所、提出期限及び提出方法
　⑴　提出場所　県立日南病院医事・経営企画課財務担当
　⑵　提出期限　平成30年11月27日午後５時
　⑶　提出方法　持参又は送付（送付にあっては、書留郵便又はそ
　　れと同等の手段に限る。）によること。
６　開札の場所及び日時
　⑴　場所　県立日南病院２階第２会議室
　⑵　日時　平成30年11月28日午前11時
７　入札保証金
　　入札保証金については、病院局財務規程（平成18年宮崎県病院
　局企業管理規程第15号）第81条の規定による。
８　入札の無効に関する事項
　　病院局財務規程第 107条に規定する入札は、無効とする。
９　落札者の決定方法
　　予定価格以内で最低価格の入札を行った者を落札者とする。
10　契約に関する事務を担当する部局等
　　県立日南病院医事・経営企画課財務担当　
11　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　日本語及び日本国通貨
12　その他

　⑴　この競争入札による調達は、世界貿易機関（ＷＴＯ）に基づ
　　く政府調達に関する協定の適用を受ける。
　⑵　特定調達に係る苦情処理の関係において宮崎県政府調達苦情
　　検討委員会が調達手続の停止等を要請する場合がある。この場
　　合、調達手続の停止等があり得る。
　⑶　その他この競争入札に関する詳細は、入札説明書による。
13　Summary
　⑴　Nature and quantity of the products to be purchased: Au-
　　tomated Hematology Analyzer 1 set
　⑵　Time Limit for Tender: 5:00 p.m. 27 November, 2018
　⑶　Contact Point for the Notice: Medical Affairs, Manageme-
　　nt, and Planning Division, Miyazaki Prefectural Nichinan
　　Hospital, 1 - 9 - 5 Kiyama Nichinan City, Miyazaki Prefect-
　　ure, 887-0013 Japan．TEL: 0987-23-3111
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